
公民館再編

－地区公民館を「ミニコミセン」に－



本来的役割：「生きがいづくり」「健康づくり」
公民館で行われる趣味の活動（サークル活動）や学習（各種講座）を通して、人生を豊かに
したり、仲間づくりをしたり、健康増進を図り、地域社会とつながりを深める事など、自分の
生きがいを見つける場

公民館の役割

副次的役割：地域交流の場・地域活動の拠点
地域住民同士の交流を深め、地域コミュニティを活性化したり、各種団体や機関との連携を深
め、地域活動をサポートする。
防災拠点
災害時に避難所として利用される。
地域課題の解決
地域住民が集まり、意見交換を行うことで、地域の問題の理解が深まり、解決に向けた具体的
なアクションが生まれることがある。

地区公民館活動の課題
稼働率が低い：平均稼働率は１７％ ※菜の花ホール(52.7％）は除く。
サークル数が少ない：２～１７サークル(平均９．６サークル） ※菜の花ホール(58サークル)は除く。
サークル会員数が減っている：１０年間で５２０人減っている。 ※全館合計
活動と施設のミスマッチ： 施設規模が小さく、体操系サークルでは手狭になる。
選択肢が少ない：身近な地区公民館ではサークル数が少なく、活動の選択肢が限られる。
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〇「生きがいづくり」「健康づくり」の機能強化が必要
老齢人口が増加する中、「生きがい」や「健康のため」の趣味の活動（サークル活動）や学習（各種講

座）機会が身近にあり、気軽に参加できる環境が、豊かな人生を送り上で必要となっている。
※仲間づくり、人や地域とのつながりができ、孤独にならず豊かな人生が送れる。

そのために⇒活発な活動がある場、人の交流がある場を作る必要がある。
〇中央公民館利用者の分散化が必要

サークル活動が中央公民館に集中し、取り合いとなっている。身近に同機能の施設があれば、分散でき
る。※抽選を実施し利用調整を図っている。

〇施設の中規模化が必要
いろいろな「サークルのニーズ」に答えるため中規模（ミニコミセン）な公民館が必要

公民館統合(コミセン化)の必要性 －公民館機能強化として－

公民館統合の必要性 －施設管理として－

〇施設の老朽化と厳しい財政予測
建築から約５０年経っている施設がほとんど、大規模改修や場合によっては建て替えるためには、多額

の費用が必要となるが、人口減少と少子高齢化により、厳しい財政状況が予測され、対応する事が難しい。
現状の公民館数を維持する事は無理
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そのために・・・
地区公民館を統合し「コミュニティセンター(ミニ)化」する事が良い！！
※大きな施設(例：空学校)に、いくつかの利用主体が同居するスタイル。(公民館は施設の一部利用)

複合施設化



①サークル活動参加者・参加機会の確保・増加
中央公民館より近くに中規模の活動拠点ができる事で、地域拠点でのサークル数・会員数の増が期待で

きる。⇒ 身近での選択肢が広がり、活動に参加する機会・意欲の増加が期待できる。

②施設規模の拡大により、サークルが利用したい施設が増加する。
今までは部屋の広さ等で利用が難しかったが、使える部屋(体育館）が増えれば、利用機会の増加が期待

できる。 ⇒ サークル活動の活性化が期待できる。

③中央公民館への集中が分散され、中央公民館の使い勝手も向上する。

④他の利用主体との同居により、新たな交流が生まれる。
今まで機会がなかった人たちにもサークル等の活動を知る機会が訪れ、サークル等への参加が身近なも

のとなり、若い世代等これまでにない年齢層の参加も期待できる。

コミュニティセンター(ミニ)化の効果 ー地区公民館の統合ー
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結果・・・ 地域の活性化につながる！！

複合施設化



公共施設の複合施設とは、異なる
種類の公共施設や民間施設を一つ
の建物や敷地内に集約・統合した
施設を指します。例えば、図書館
と公民館、スポーツ施設と文化施
設などが一つの建物に併設されて
いる場合などが考えられます。

「複合施設」とは
【先進事例①】
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【先進事例②】
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①「館山市の公共施設に関する市民アンケート」 平成28年8月実施 回答数７０６人

結果：「削減・廃止すべき施設」で地区公民館が５位
理由：「使用者が限定される」又は「機能が類似・重複している」施設を削除すべきとの考え

②「館山市公共施設等総合管理計画」策定 平成29年6月策定 令和4年12月見直し

公共施設全体の方針 ・建設から30年以上経過した施設が約８割し建替え・大規模改修に多額費用必要
・人口減少・少子高齢化により厳しい財政状況が予測される。

公民館等の方針
〇地区公民館：他施設との機能複合化や地元自治体等による自主運営(所有権移転～管理運営権の移譲）

の是非について、地域の皆さんとともに検討する。
〇菜の花ホール：立地場所・耐用年数・利用者数等を考慮、図書館を含めた周辺施設との一体的、効

率的な運営を検討する。
〇豊津ホール：隣接する赤山地下壕跡と合わせ戦争遺跡関連の展示など、文化・観光に特化した施設へ

の転換について検討する。

公民館再編検討の流れ①

公共施設の統廃合 公共施設の機能複合化 民間や地域(市民)活力の導入
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③公民館再編に向けた今後の公民館のあり方について（諮問）令和5年7月25日諮問 3月21日答申
諮問先：館山市公民館運営審議会・答申検討委員会

〇利用者アンケート調査実施 対象：各公民館登録サークル会員（3,691人） 回答数1,560人

・参加目的・きっかけ
目的：活動に興味あり。人との交流・仲間づくり。健康に良い。 きっかけ：友人知人に誘われて。

・活動の課題
会員が減少している。活動がマンネリ化している。施設に必要な設備がない。他団体と交流がない。

・公民館への交通手段・所要時間・距離をどう感じるか。
交通手段：自家用車（66％）,徒歩(10％）,自転車（７％） 移動時間：15分程度(50％),５分程度(25％)
時間・距離の感じ：特に気になっていない。(59％）、近く感じている（22％）

〇答申内容：学校再編や他の公共施設と同様に、公民館においても再編はやむを得ない。
・小中学校再編による校舎等の有効活用や民間施設・未利用施設の活用等幅広い視野で
・地域の人口動向や特性に応じた施設の集約・施設の複合利用等の適正利用を
・財政負担の軽減を

④館山市地区公民館再編計画策定委員会 令和6年6月1日設置
内容：上記の方針・答申を受けて、約２年間をかけて地区公民館の再編について検討する。

公民館再編検討の流れ②
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⑤館山市地区公民館再編計画策定委員会 令和６年度の動き

〇会 議 令和6年６月～令和７年３月 ５回開催
※概要は後述

〇成 果 たたき台の公民館再配置図（案）策定
①地区単位ではなく、市内をブロック分けで再配置（地区への配慮）
②東・西・南・北というようにブロックを方角表示
③学校再編での空き学校(空き教室）を活用し、複合的な施設とする。
※公民館機能、防災機能、こども・高齢者の居場所機能等

④廃止となる公民館は、地域の自主運営(所有権移転含む）を検討する。

①令和７年５月12日 市議会全員協議会説明（たたき台・方向性）
②令和７年５月13日 町内会連協理事会説明（たたき台・方向性）
③令和７年５月28日 再編委員会（素案作成）
④令和７年６月～８月 地域との意見交換会(町内会役員・利用者等)
⑤令和７年９月 再編委員会 原案作成
⑥令和７年11月 原案完成
⑦令和７年12月 パブリックコメント
⑧令和８年１月 計画完成
⑨令和８年３月 一般公開

⑥館山市地区公民館再編計画策定委員会 令和７年度予定
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①市内をブロック分けし、ブロック内で再配置を検討する。

②学校再編での空き学校(空き教室)を活用し複合施設とし、その一部に公民館機能を移転する。
令和8年度：船形小学校 令和９年度：西岬・館野・九重小学校
イメージ：ミニ(地区)コミュニティセンター
※公民館機能・防災機能・児童関連機能・社会福祉機能・民間への貸し出し(貸事務所等）

③公民館利用のフリー・共通化（誰がどこの公民館を利用しても良い。）

④廃止公民館は地元で自主運営（所有権移転を含む）する。
イメージ：地域の集会所の位置づけ

地区連合町内会、地元町内会（単独・複数の町内会）

⑤再編で空き学校となる学校等に合わせたスケジュールを作成する。

素案の方向性
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以下 －参考資料－
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公民館再編に向けた今後の公民館のあり方について（諮問） 令和5年度

〇令和5年7月25日 諮問
諮問先：館山市公民館運営審議会・答申検討委員会
諮問内容：「公共施設等総合管理計画」に基づき、再編を検討している。

そのため、今後の在り方について公民館にかかわる人たちの意見を伺う。

〇令和6年3月21日 答申
答申内容：学校再編や他の公共施設と同様に、公民館においても再編はやむを得ない。

・小中学校再編による校舎等の有効活用や民間施設・未利用施設の活用等幅広い視野で
・地域の人口動向や特性に応じた施設の集約・施設の複合利用等の適正利用を
・財政負担の軽減を

〇利用者アンケート調査実施 対象：各公民館登録サークル会員（3,691人） 回答数1,560人

・参加目的・きっかけ
目的：活動に興味があった。人との交流・仲間づくり。健康に良いと思った。 きっかけ：友人知人に誘われて

・活動の課題
会員が減少している。活動がマンネリ化している。施設に必要な設備がない。他団体と交流がない。

・公民館への交通手段・所要時間・距離をどう感じるか。
交通手段：自家用車（66％）、徒歩(10％）、自転車（７％） 移動時間：15分程度(50％)、５分程度(25％)
時間・距離の感じ：特に気になっていない。(59％）、近く感じている（22％）
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館山市地区公民館再編計画策定委員会

設置目的：「公民館再編に向けた今後の公民館のあり方につい
て（答申）」で示された役割

「館山市公共施設等総合管理計画」の施設管理方針
の２番目「集約化等による総量縮減」
以上の調査研究を進め、具体的な公民館施設の再編
について検討する。

〇第１回会議 令和6年6月18日
議事：①公共施設等総合管理計画に係る地区公民館の取り組み経緯

〇意見：・公民館はいずれも古く、完全に安全とは言えない。学校統廃
合の空き校舎を上手な利用もやむを得ない。

・高齢者の利用が大半、生きがい作り維持のため、ある程度予
算をかけても活動の場の維持は大事

②公民館運営審議会・答申検討委員会への諮問/答申について
〇意見：なし

〇第２回会議 令和6年8月22日
内容：地区公民館視察(西岬・西岬分館、神戸、富崎）

意見交換会（ワールドカフェ形式）
テーマ：①公民館を実際に見て感じたこと発見したこと

②幸民館になるためには「(答申)今後の公民館のありかた」に近
づくためには

〇意見：・必要なコミュニティの場
・学校再編とは違う。一つの地域にたまり場は残すべき。
・子どもと地域住民の交流の場になると理想的
・綺麗で使い易く、若い世代も使いたいと思える施設へ
・10年20年使うには、老朽化が心配となる。
・人口が減り世代が変われば統合は必要となる。
・地域の特色に根差した公民館
・災害のことを考えると利用できる場所として必要
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〇第３回会議 令和6年11月28日
内容：地区公民館視察(館野・九重、那古、船形）

議事：意見集約・対応案の提示及び整理について

〇意見：・今の公民館を維持していくのは難しい。空き校
舎が空いても、維持管理の点から、集約する必
要も出てくるのではないか。

・再編の話を伺うと、小学校は様々は教室がある
ので良い。どこまでの部分を公民館として使え
るかはわからないし、数年待つ必要はあるが、
学校活用を検討していくのも良いのでは。

〇市の提案：学校再編、令和８年度に船形那古が統合し
船形小学校が空く。令和９年度に九重館野北条が
統合し、九重・館野小学校が空く。令和９年度に
西岬豊房館山が統合し、西岬小学校が空く。(豊房
小は別用途で利用）そのこ利用を選択肢として考
える事は可能。

〇対応案の提示：将来的な統合はやむを得ない。
空き校舎の活用も検討していく。
公民館機能だけでなく、複合的な機能を
持った施設も考えたらどうか。

〇第４回会議 令和7年1月27日
内容：地区公民館視察(菜の花ホール、館山、豊房）

議事：対応案の提示・検討、懸案事項の抽出・整理

〇意見：・地区単位ではなく、市内をブロック分けで再配
置するのはどうか。(○○地区と××地区の統合
だと地区の名前がなくなる。）

・地区名に愛着があるため、なくなると反対が多
くなる事が予想される。

・東・西・南・北というように方角でまとめたら。
・空き教室に公民館機能・防災機能・児童館機能
を加えたらどうか。

〇対応案の提示：・新しく建設するのは難しいので、空い
た教室(学校再編で)を活用しつつ、公
民館を統廃合する。

・いくつかの統合案（会議案・事務局案)
を持って次回の会議で

「たたき台(案)」のベースを作成する。
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〇第５回会議 令和7年3月14日

議事：たたき台の公民館再配置図（案）の整理
について

案１：東西南北、館山、北条の６ブロック
(委員会案)

案２：人口密集地区(館山・北条：半径２km）
他の地区（半径３km） で集約

<意見>
①富崎(公)と神戸(公)が統合された場合、富崎の避
難所がなくなってしまう。配慮願いたい。

②館山(公)が豊津ホールに統合された場合、豊津
は調理室がないがそれでいいか。
⇒現在の基準では調理室は必須ではない。

③富崎(公)が統合で空いたら、地元に渡すのか。
⇒現時点では、決まっていない。

④公民館は新しく建てないで、学校の跡地や空き
教室の活用で良いか。 ⇒その認識になる。

⑤移動手段は検討しているか。⇒現時点はなし
⑥統合すると駐車場の確保が必要では
⑦再編になると移行期間や住民の整理期間が必要
⑧館野の場合令和7年7月開校委員、9～10月に閉
校委員会が設置される。おそらくここで学校跡
地利用や空き教室活用の話が出てくる。

<結論>
上記意見をもとに案２で承認となる。

①との違いは、館山地区公民館と豊津ホールをいずれかに統合
南東エリアをカバーする地区館を配置(豊房地域の距離感配慮)
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施設名称 
耐用 

年数 

築 

年数 

屋根 

屋上 

外壁 
内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

健全 

度 

館山地区公民館 24 49 D① B C C C 47 

北条地区公民館（菜の花ホール内） 47 26 B B B B B 75 

那古地区公民館 24 49 A B C C C 55 

船形地区公民館 24 49 B A C C C 60 

西岬地区公民館 50 41 D② D② B B B 51 

西岬地区公民館分館 50 39 D D C B B 38 

神戸地区公民館 24 49 A B C C C 55 

富崎地区公民館 24 48 B B C C C 53 

豊房地区公民館 24 49 C B C C C 50 

館野地区公民館 24 47 D③ B C C C 47 

九重地区公民館 24 48 B B C C C 53 

九重地区公民館 会議室 24 36 A B B B B 77 

 

No. 施設名称 地区 代表建築年
延床面積

（㎡）

備考

1 館山地区公民館 館山 Ｓ49.7 298.12 民間借地

2 北条地区公民館（菜の花ホール） 北条 Ｈ6.11 741.00

3 那古地区公民館 那古 Ｓ50.1 165.20 民間借地

4 船形地区公民館 船形 Ｓ48.5 167.70

5-1 西岬地区公民館 西岬 Ｓ53.1 464.75

5-2 西岬地区公民館分館 西岬 Ｓ59.8 342.40

6 神戸地区公民館 神戸 Ｓ50.3 165.10 民間借地

7 富崎地区公民館 富崎 Ｓ50.6 165.10

8 豊房地区公民館 豊房 Ｓ49.12 167.70

9 館野地区公民館 館野 Ｓ51.6 166.60

10 九重地区公民館 九重 Ｓ50.4 182.61

※築年数は令和６年４月１日時点の年数を記載しています。耐用年数超は赤字としています。 

※学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3）に準じて簡易調査及び評価を実施していま

す。 

・調査項目・方法については、解説書に準じ、屋根・屋上、外壁、内部仕上げ、電気設備、機械設

備とし、目視、ヒアリング等による調査となります。各調査項目において、A～D の簡易評価を行

い、健全度を算出します。 

・屋根には軒の出、庇を含みます。外壁にはサッシ類を含みます。電気設備・機械設備は配管類

となります。 

※Ｄ評価の対応状況（※改修後の簡易評価を行っていないため評価記載は無変更） 

 ・令和５年度：D① 館山地区公民館屋根改修工事（屋根葺き替え工事一式） 

（株）石井工務店  工事費 5,324千円 

        D② 西岬地区公民館屋上防水工事（屋上防水シート改修、外壁クラック補修） 

          （有）田中建設工芸 工事費 9,295千円 

 ・令和４年度：D③ 館野地区公民館屋根防水改修工事（ウレタン屋根改修一式） 

          白幡興業（株）   工事費 4,950千円 

 ・西岬地区公民館分館は、土砂災害危険区域に該当し貸館以外の事業は休止中 

地区公民館の現状 ≪簡易評価≫                            ＜診断：令和３年度＞ 
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